
  

仕様書 

 

１ 目的 

受注者は、本仕様書に基づき、質量分析装置システムの保守点検を適切に行い、シス

テムの機能を常に適正に維持する。 

 

２ 対象機器及び設置場所 

(1) SCIEX社製質量分析装置本体 Triple Quad7500 １台  本館３階検査科 

（コンピュータ、モニター、プリンター、UPS及び LC装置は除く。） 

(2) Peak社製窒素ガス発生装置 Genius XE SCI2 １台  本館３階検査科 

 

３ 対象期間 

令和６年４月１日～令和７年３月 31日 

 

４ 定期保守点検の回数 

発注者の指定する日に 1回実施する。 

 

５ 緊急対応 

障害発生時には発注者の要請に基づき、受注者は速やかに技術員を派遣し修理調整を

行うこと。 

 

６ 費用負担 

次の費用は受注者の負担とし、記載のない費用は発注者の負担とする。 

(1) 上記２(1)に示す機器の点検に係る性能適格性確認費用及び出張作業費 

(2) 上記２(2)に示す機器の定期保守点検の出張作業費のほか、消耗品である

Maintenance Kitの費用、点検作業技術料並びに出張費  

(3) 上記２(1)に示す機器の年１回以上のクリーニングの出張作業費（但し、両者の

協議によりクリーニングを必要と判断した場合に限る。） 

 

７ 作業への協力及び提供 

保守点検業務にあたり、発注者は作業場所への立入保証、スペース確保及び適切な作

業時間の提供について協力するとともに、作業に要する照明、空調及び電源施設等を提

供するものとする。 

 

８ 作業報告書の提出 

受注者は、点検作業終了後速やかに点検結果報告書（以下「報告書」という。）を発

注者に提出する。また、３に定める対象期間の翌年度が定年毎に交換する消耗品の交換



  

年度に該当する等、次回業務実施内容が今回業務実施内容から変更となる場合には、当

該変更事項を、発注者及び発注者の指定する当センター職員あて紙面で報告を行う。 

なお、この報告は、(1)報告書に含む、または、(2)報告書と別に発行する、のいずれ

かの方法により行われることとする。 

 

９ 契約の対象外 

次に掲げる項目は本契約による保守対象外とし、有償により修理調整を行うものとす

る。 

(1) 発注者の誤操作または取扱不注意に起因する故障 

(2) 取扱説明書に記載の注意事項、環境条件、取扱説明書を著しく逸脱した使用に

起因する故障 

(3) 受注者の指定以外の保守部品、消耗品及び付属機器の使用に起因する故障 

(4) 受注者の承諾なしに受注者の技術以外によって行われた修理、改造、または移

転に起因する故障 

(5) 天災地変等不可抗力による故障 

 

10 その他 

本仕様書に疑義及び定めのない事項については、双方協議の上で定めるものとする。 


